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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光電変換層を備え、これら複数の光電変換層が積層された構造を有する光検出素
子であって、
　前記複数の光電変換層内には、該光電変換層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピーク
を有するプラズモン共鳴体が各々埋め込まれていることを特徴とする光検出素子。
【請求項２】
　前記プラズモン共鳴体が、電磁波に対する透過性と、電気的絶縁性と、を有する材料に
よって囲まれていることを特徴とする請求項１に記載の光検出素子。
【請求項３】
　前記プラズモン共鳴体が、入射光の散乱方向に指向性を有することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の光検出素子。
【請求項４】
　前記光電変換層が、光起電材料によって構成されていることを特徴とする請求項１から
３のいずれか１項に記載の光検出素子。
【請求項５】
　前記光電変換層が、光導電材料によって構成されていることを特徴とする請求項１から
３のいずれか１項に記載の光検出素子。
【請求項６】
　前記光電変換層が、赤外よりも長波長側に吸収端をもつ半導体によって構成されている
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ことを特徴とする請求項４または請求項５に記載の光検出素子。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の光検出素子を、２次元に複数配列して構成した
ことを特徴とする撮像素子。
【請求項８】
　複数の光電変換層が積層された構造を有し、前記複数の光電変換層内には、該光電変換
層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピークを有するプラズモン共鳴体が各々埋め込まれ
た光検出素子を用意する工程と、
　前記光検出素子に光を入射させ、該入射した光を前記プラズモン共鳴体により分光し、
前記複数の光電変換層で光電変換を行う工程と、
　を有することを特徴とする光検出方法。
【請求項９】
　複数の光電変換層が積層された光検出素子が２次元に複数配列され、前記複数の光電変
換層内には、該光電変換層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピークを有するプラズモン
共鳴体が各々埋め込まれた、撮像素子を用意する工程と、
　前記複数の光検出素子に光を入射させ、該入射した光を前記プラズモン共鳴体により分
光し、前記複数の光電変換層で光電変換を行う工程と、
　前記複数の光検出素子から得られる電気信号に基づいて２次元の画像を得る工程と、
　を有することを特徴とする撮像方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の撮像素子と、該撮像素子に被写体像を結像するためのレンズと、シャ
ッター機構と、を備えたことを特徴とするデジタルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光検出素子及び撮像素子、光検出方法及び撮像方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　可視域の光検出器には、主として単結晶Ｓｉが光電変換材用として用いられている。
Ｓｉは１１００ｎｍ以下の波長の光によって内部光電効果を起こし、結晶内部で電子、正
孔対を生じさせる。この電子、正孔対を接合によるポテンシャル障壁やバイアス電圧によ
って分離し、取り出すことで、入射光を電気信号として検出している。
Ｓｉそのものは、Ｘ線、紫外～近赤外線領域まで幅広い領域に感度を持つ。しかし、光検
出器の用途によっては、特定の波長にのみ感度を持たせたいという要望があり、光電変換
装置であるフォトダイオードの前にカラーフィルタを配置していた。
２次元のイメージセンサにおいては、一般にモザイク状に配置した原色または補色のカラ
ーフィルタによって色分解を行っている。
しかし、センサの高解像度を得るために画素数を多くする（多画素化、微細化）必用から
、深さ方向の構造はサイズ的に変化することなく面内方向のサイズが微細化されてきた。
これによりセンサの画素の構造は高アスペクト比（受光面の面積に対するセンサの高さの
比が大きくなる）を有するものとなる。
そのためケラレ、混色が生じやすくなる。
また、画素の微細化によって、カラーフィルタの大きさも縮小しており、小さな領域ごと
に異なるカラーフィルタを作り分けることは、コスト低減の障害となっている。
そこで、混色を防ぐために特許文献１には、光電変換部と信号走査回路部をトレンチ分離
領域で分離するＭＯＳ型固体撮像装置であって、トレンチ分離領域の底面下部でフォトダ
イオードの拡散層よりも深い位置まで素子分離拡散層を有するものが開示されている。
この装置においては、画素間のリーク電流を遮断し、混色を低減できるとしている。
また、特許文献２には、光電変換部上に、近赤外の波長帯域に共振ピークを有する屈折率
周期構造に設計されたフォトニック結晶を設けた近赤外光検出器が開示されている。この
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光検出器は、光検出の高速動作や量子効率の向上を図ったものである。
一方、カラー画像を取得するためには、画像を形成する微小な区画（ピクセル）ごとに色
の情報が必要である。
全ての色はＲＧＢ３色の混合からなり、色の違いは３色の混合比の違いである。つまり、
カラー画像を取得するためには、おのおの区画ごとにＲＧＢ３色の光強度比を検出すれば
よい。
スチルカメラにおいては、ＲＧＢ３色のうち１色しか通さないカラーフィルタを検出器前
にモザイク状に配置し、それらの強度比から隣接するピクセルに補間演算を行うように構
成されている。
これにより、おのおののピクセルに対するＲＧＢ３色の強度比を得て、カラー画像を取得
する方式が最も広く用いられている。
カラーフィルタの配列は、ある行をＲＧＲＧ、次の行をＧＢＧＢとしたベイヤー配列やＧ
のストライプとＲＢの市松配列といったものが多く使用されている。
【０００３】
　しかしながら、カラーフィルタの配列による撮像素子には、いくつかの課題がある。
１つに、カラーフィルタを使用することで、光を損失してしまっていることが挙げられる
。
例えば、赤のカラーフィルタを透過できる光は赤い光に相当するスペクトル成分だけであ
り、その他の青、緑に対応するスペクトル成分はフィルタによって吸収されてしまうので
、画像の形成には利用されない。
今後、撮像素子の解像度がますます高くなり、１ピクセルの大きさが小さくなる場合、Ｓ
／Ｎの悪化が懸念され、この損失を看過することができなくなる。
さらに、ローパスフィルタによる解像度の低下が挙げられる。
カラーフィルタ配列によるイメージセンサにピクセルの間隔程度の微細な領域で色の異な
る像が入力されると、本来の像の持つ色とは異なる偽色が発生してしまう。この偽色を抑
えるために、光学的ローパスフィルタによって像をぼかす必要がある。
【０００４】
　このようなカラーフィルタを用いた撮像素子の問題点を補う方法として、特許文献３に
開示された撮像素子がある。
上記特許文献３では、１つのピクセルを多層構造とし、Ｓｉによる吸収係数の差を利用し
てＲＧＢの３色を異なる深さで検出する２次元積層型撮像素子による方法が提案されてい
る。
この２次元積層型撮像素子によるものでは、分光機能を備えた光検出素子を配列して構成
され、カラーフィルタによる光の損失がない点において、高いＳ／Ｎを期待することがで
きる。
また、特許文献４では、吸収波長帯域の異なる有機光電変換層を積層する方法が提案され
ている。
このような積層構造によってＲＧＢ３色を撮像する方式においても、ナイキスト周波数以
下の折り返しひずみを抑制するために光学的ローパスフィルタは必要になる。
しかし、この積層構造方式によると、カラーフィルタを使用する方式よりもカットオフ周
波数は高くすることができ、高周波成分の欠落を少なくすることができる。
【特許文献１】特開２００３－１４２６７４号公報
【特許文献２】特開２００７－１３０６５号公報
【特許文献３】米国特許第５９６５８７５号明細書
【特許文献４】特開２００５－２６８６０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の特許文献１に記載の撮像装置では、光電変換層（フォトダイード）を浅く形成す
るため、感度が犠牲となり、特にＳｉの吸収係数の小さいＲ（赤）の光に対する感度が得
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られない場合が生じる。
また、特許文献２に開示の光検出器においては、周期構造が損失の小さなＳｉＯ2で形成
されているため、共鳴ピークが急峻化し、可視光の色分解には必ずしも適切ではない。
また、特許文献３に開示の装置においては、２次元積層型撮像素子が分光機能を備えた光
検出素子を配列して構成され、Ｓｉの光に対する吸収係数の差を利用して分光を行なって
いる。
そのため、素子の膜厚が厚くなり、光が斜め入射した場合に混色が生じやすいという課題
を有している（後述する図３の厚い光検出素子３０２による場合の説明参照）。
また、色分離性の良さと感度の高さとを両立させることが困難であるという点においても
課題を有している。
そして、特許文献４に記載の積層型撮像素子おいては、有機色素の分光感度の調整によっ
て色分離を良くすることができるが、有機物を用いることから化学的安定性に課題を有し
ている。
また、キャリア移動度が低いために感度に課題を有していることや、読出し回路や増幅回
路等の周辺回路との作製プロセスの適合性にも課題を有している。
【０００６】
　本発明は、上述した課題に鑑み、素子の厚さを薄くすることができ、混色の抑制、色分
離性と感度の両立、及び化学的安定性を図り、周辺回路との作製プロセスの適合が可能と
なる光検出素子及び撮像素子、光検出方法及び撮像方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の参考実施態様における光検出素子は、光電変換層表面上に半導体材料からなる
周期構造を備え、前記周期構造による共鳴領域の少なくとも一部が前記光電変換層に含ま
れることを特徴とする光検出素子である。
本発明の実施態様における光検出素子は、複数の光電変換層を備え、これら複数の光電変
換層が積層された構造を有する光検出素子であって、
　前記複数の光電変換層内には、該光電変換層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピーク
を有するプラズモン共鳴体が各々埋め込まれていることを特徴とする光検出素子である。
本発明は、撮像素子、光検出方法及び撮像方法を包含する。
本発明の参考実施態様における撮像素子は、上述した参考実施態様の光検出素子を２次元
面内に複数配列してなることを特徴とするものである。
本発明の実施態様における撮像素子は、上述した本発明の実施態様の光検出素子を２次元
に複数配列して構成したことを特徴とするものである。
本発明の参考実施態様における光検出方法は、
　光電変換層表面上に半導体材料からなる周期構造を備え、前記周期構造による共鳴領域
の少なくとも一部が前記光電変換層に含まれる光検出素子を用意する工程と、
　前記周期構造に光を入射させて、該周期構造により特定波長の光に共鳴を生じさせ、当
該共鳴した光を前記光電変換層で光電変換させる工程と、を有することを特徴とする光検
出方法である。
本発明の実施態様における光検出方法は、
　複数の光電変換層が積層された構造を有し、前記複数の光電変換層内には、該光電変換
層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピークを有するプラズモン共鳴体が各々埋め込まれ
た光検出素子を用意する工程と、
　前記光検出素子に光を入射させ、該入射した光を前記プラズモン共鳴体により分光し、
前記複数の光電変換層で光電変換を行う工程と、
　を有することを特徴とする光検出方法である。
本発明の参考実施態様における撮像方法は、
　光電変換層表面上に半導体材料からなる周期構造を備え、前記周期構造による共鳴領域
の少なくとも一部が前記光電変換層に含まれる光検出素子を２次元面内に複数配列してな
る撮像素子を用意する工程と、
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　前記複数の光検出素子を構成する周期構造に光を入射させて、該周期構造により特定波
長の光に共鳴を生じさせ、当該共鳴した光を前記光電変換層で光電変換させる工程と、
　前記複数の光検出素子から得られる電気信号に基づいて２次元の画像を得る工程と、を
有することを特徴とする撮像方法である。
本発明の実施態様における撮像方法は、
　複数の光電変換層が積層された光検出素子が２次元に複数配列され、前記複数の光電変
換層内には、該光電変換層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピークを有するプラズモン
共鳴体が各々埋め込まれた、撮像素子を用意する工程と、
　前記複数の光検出素子に光を入射させ、該入射した光を前記プラズモン共鳴体により分
光し、前記複数の光電変換層で光電変換を行う工程と、
前記複数の光検出素子から得られる電気信号に基づいて２次元の画像を得る工程と、
　を有することを特徴とする撮像方法である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、カラーフィルタを用いることなく分光感度の調整可能な光検出素子が
提供できる。本発明の素子は、厚さを薄くすることができ、混色の抑制、色分離性と感度
の両立が図られたものとなる。
また、化学的安定性が優れ、周辺回路との作製プロセスの適合が可能となる光検出素子及
び撮像素子が提供できる。そして、このような素子を用いた光検出方法及び撮像方法を実
現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　（本発明の参考実施態様）
　本発明の参考実施態様における光検出素子は、光電変換層表面上に半導体材料からなる
周期構造を備え、前記周期構造による共鳴領域の少なくとも一部が前記光電変換層に含ま
れていることを特徴とするものである。
本参考実施態様における光検出素子は、光電変換材料近傍に周期構造を配置することで、
特定の波長帯域の入射光を構造との共鳴によって空間的に局在させ、局在した光を選択的
に光電変換する。それによって、薄く、光電変換の効率が高く、作製コスト低減が可能な
イメージサンサを実現する。理由を以下に説明する。光の波長程度の大きさの周期構造の
もつ興味深い特性として、導波モード共鳴がある。
導波モード共鳴とは、２次元周期構造の面外方向から入射した光が回折によって面内の導
波光と結合し、共鳴を生じる現象である。
導波モード共鳴を生じる２次元周期構造はさまざまな形態が存在し、格子点の周期構造を
考えるのであれば、正方格子であっても三角格子であってもよく、また２種類以上の格子
が存在する複合格子でもよい。
格子点の構造はホールでもピラー状でもよく、形状は円形でも多角形でもよく、それぞれ
の構造に対応した共鳴条件を備えている。周期構造をなす材料は、光を回折させ、面内の
導波光に変換できれば、導波モード共鳴を生じさせることが可能である。
【００１０】
　原子、分子の集合体は、その電子軌道の空間的重なりにより、離散的な準位同士が結合
してバンド構造を形成する。物質をなす原子や分子の性質およびその集合の状態によって
バンド構造は異なるが、価電子帯と伝導帯間のギャップ（バンドギャップ）の大きさによ
って、半導体や誘電体（絶縁体）と区分される。
バンドギャップをもつ材料に光を入射させた場合を考えると、入射された光のエネルギー
がバンドギャップエネルギーの大きさより小さい場合は、入射光はバンド間の遷移によっ
て吸収されず、散乱、回折を受けない場合は透過する。
入射光のエネルギーがバンドギャップのエネルギーに近い場合は、入射光は電子を伝導体
に励起し、自身は吸収される。これは光学的には損失に相当する。
周期構造に上記のようなバンドギャップのエネルギーが入射光のエネルギーに近い半導体
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を用いた場合、損失のために、共鳴のＱ値が低下し、共鳴ピークが広帯域化する。
【００１１】
　一般的な用途においては共鳴のＱ値が高い方が有用な場合が多いが、可視光の色分解を
行うためには、共鳴ピークの帯域に幅を持たせる必要があり、損失の小さな誘電体よりも
半導体の方が望ましい。
半導体材料としては、プロセス中の不純物の混入を考慮するとＳｉが望ましい。また、プ
ロセスの平易さからはアモルファスＳｉが望ましい。
導波モード共鳴が生じている場合、共鳴している波長の光は周期構造の面内やその近傍に
局在している。この局在位置は、周期構造の３次元パラメータを変化させることで、調整
可能である。
周期構造によって形成された局在電場の近傍に、該局在電場の拡がりに対応した光電変換
材料を配置する。光電変換材料は光子を電子または正孔に変換できる材料であればよく、
半導体のＰＮ接合でもＰＩＮ接合でもショットキー接合でもよい。
【００１２】
　ＰＮ接合は比較的作製しやすいという特徴があり、ＰＩＮ接合は、空乏層の領域を広く
することで感度がさらに向上する。
また、金属－半導体間で形成されるショットキー接合を利用した場合には、より高速動作
が可能となる。局在電場の近傍に光電変換材料を配置することで、白色光が入射した場合
でも、共鳴する波長の光のみを選択的に光電変換できる。
つまり、共鳴する波長以外の光も光電変換材料に入射するが、吸収係数が大きすぎない光
電変換材料を薄く配置した構造とすれば、ほとんどの成分は光電変換されずに透過する。
一方で、共鳴する波長の光は、光電変換材料の近傍に長時間局在したままであるので、吸
収される確率が増し、あたかも光電変換材料の吸収係数が増大したかの如き効果が実現す
る。つまり、構造による光の共鳴や空間的な局在を利用することで、光電変換材料の材料
を換えることなしに分光感度や吸収係数を変化させることが可能となる。
【００１３】
　光電変換材料または当該材料近傍の構造を工夫することで分光感度や吸収係数を変化さ
せた光検知装置の模式図を図１に示す。
図１は、基板１０６上に光電変換層１０５と、Ｇの光と共鳴する構造１０４と、を配して
構成され、本参考実施態様に適用可能なものである。
図１では、Ｒ（ｒｅｄ）、Ｇ（ｇｒｅｅｎ）、Ｂ（ｂｌｕｅ）それぞれに対応する光が、
Ｇの光と共鳴する構造１０４が形成された光検出器に入射した場合を示している。
Ｇの光１０１は構造１０４との共鳴によって導波層１０４に局在し、近傍の光電変換層１
０５によって光電変換される。一方、ＲとＢの光１０２，１０３は、大部分が光電変換層
１０５を素通りして光電変換されない。
本参考実施態様の光検出装置は、入射光の特定の光と共鳴する構造１０４を半導体材料か
らなる周期構造とし、当該周期構造による光の共鳴領域の少なくとも一部が光電変換層１
０５に含まれる構成を有する。入射光は周期構造により回折され、周期構造を規定するパ
ラメータ（凹凸のサイズ、深さ、ピッチ等）に依存した特定波長の光が導波モードの共鳴
を生ずる。
そして共鳴領域の少なくとも一部が導波路層に含まれる（及んでいる）ことから光が導波
路層内に長い時間留まる状態が得られ、光電変換の効率が向上すると共に、光電変換層を
薄く構成することができる。
【００１４】
　本参考実施態様の光検出素子は、可視光を検出するものを包含する。本参考実施態様は
、周期構造をＳｉで構成したものを包含する。周期構造が単結晶Ｓｉからなるものを包含
する。
また、周期構造が多結晶Ｓｉからなるものを包含する。また、周期構造がアモルファスＳ
ｉからなるものを包含する。
また、光電変換層が単結晶Ｓｉからなるものを包含する。また、光検出素子がＳＯＩ基板
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を用いて構成されたものを包含する。周期構造が２次元面内に格子配列しているものを包
含する。
また、格子配列が、正方格子配列または三角格子配列であるものを包含する。また、周期
構造を構成する格子配列の周期が、複数存在しているものを包含する。また、本参考実施
態様は、光電変換層表面上に半導体材料からなる周期構造を備え、前記周期構造による共
鳴領域の少なくとも一部が前記光電変換層に含まれる光検出素子を用意する工程と、
　前記周期構造に光を入射させて、該周期構造により特定波長の光に共鳴を生じさせ、当
該共鳴した光を前記光電変換層で光電変換させる工程と、を有する光検出方法を包含する
。
【００１５】
　本参考実施態様の光検出器をアレイ状に複数個を配列させることで、２次元撮像素子が
実現される。
本参考実施態様によって分光感度の操作が可能となった結果、単板カラーイメージセンサ
においても色素のカラーフィルタが不要となり、光検出素子の厚さを薄くできる。
これにより、ケラレ及び光の混色が改善される。
吸収係数の操作が可能となった結果、薄い光電変換領域でも充分な光電変換の効率が得ら
れるようになり、感度を犠牲にすることなしにキャリア（電子、正孔）の混色が改善され
る。
現在、一般的に市販されている単板カラーイメージセンサは、色素のフィルタがＲＧＢＧ
と交互に配列したベイヤー配列や、ＣＭＹＧ（シアン、マゼンタ、イエロー、グリーン）
と交互に配列した補色市松方式に配列した構造となっている。ここで、フィルタは、それ
ぞれの色ごとに、異なる材料によって塗り分けられている。そのため製造には、フィルタ
の色ごとに個別のプロセスが必要であった。本参考実施態様の光検出素子を用いたカラー
イメージセンサは、構造によって分光感度を調整しているために、色ごとに異なる材料を
用いる必要がない。よって、リソグラフィなどの微細加工技術を用いて一括で、複数の色
に対応する検出器を製造することができ、コスト削減も可能となる。
【００１６】
　本参考実施態様は、光電変換層表面上に半導体材料からなる周期構造を備え、前記周期
構造による共鳴領域の少なくとも一部が前記光電変換層に含まれる光検出素子を２次元面
内に複数配列してなる撮像素子を用意する工程と、
　前記複数の光検出素子を構成する周期構造に光を入射させて、該周期構造により特定波
長の光に共鳴を生じさせ、当該共鳴した光を前記光電変換層で光電変換させる工程と、
　前記複数の光検出素子から得られる電気信号に基づいて２次元の画像を得る工程と、を
有する撮像方法を包含する。
【００１７】
　　（本発明の実施態様）
　本発明の実施態様における光検出素子は、複数の光電変換層を備え、これら複数の光電
変換層が積層された構造を有する。そして、この光検出素子における前記複数の光電変換
層には、該光電変換層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピークを有する光共鳴構造体が
配設されていることを特徴とするものである。
また、本発明の光検出素子を２次元に複数配列して構成したことを特徴とするものである
。
本態様の上記構成によれば、高画質を得るために多画素化の進行が著しい２次元撮像素子
において、光検出素子の画素サイズの小型化による入射光の入射角の増大に伴い、混色が
生じるという問題を回避する光検出素子及び撮像素子を提供することができる。
【００１８】
　図７に、本態様における光検出素子の構成例を示す。
本態様の光検出素子においては、受光素子（光電変換層）に光共鳴構造体を形成し、局在
プラズモン共鳴または導波モード共鳴の性質を利用して色分解を行うように構成されてい
る。
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例えば、図７に示す素子では、光電変換要素（光電変換層）７０１中に、光共鳴構造体と
して共鳴周波数の異なるプラズモン共鳴体７０２を配設した構成を採ることによって、光
検出器の感度を下げることなく薄くすることが可能となるようにされている。
そして、これにより斜め入射の光に対し混色の抑制が行えるようにされている。
【００１９】
　つぎに、画素サイズの小型化による入射光の入射角の増大に伴い、混色が生じる具体的
理由について説明する。
図８に、撮像素子の多画素化によって、光検出素子の個々の画素サイズが小さくなること
を説明する断面図を示す。
図８（ａ）は低画素の場合における１画素８０１を示す図であり、図８（ｂ）は高画素の
場合における１画素８０２を示す図である。
撮像素子全体の大きさを維持したままで多画素化を行うと、光検出素子の個々の画素サイ
ズは小さくなる。
図８（ａ）に示す低画素の場合における１画素８０１のサイズが、図８（ｂ）に示す高画
素の場合には、面内の方向が必然的に小さくなり、１画素のサイズが８０２のようになる
。
画素を構成する光検出素子の面内方向の大きさは小さくすることが可能でも、深さ方向は
前述の吸収係数が材料によって決まっているので、小さくすることはできない。その結果
、光検出素子は、ますます高アスペクト比化し、混色が生じやすくなる。
画素サイズが小さくなることにより、検出光強度も小さくなるので、開口率を上げる必要
が生じ、この結果画素に対する入射光の入射角度が大きくなる。
レンズの薄型化が求められていることによっても、射出瞳から撮像素子への距離が短くな
り周辺画素への入射角度が大きくなっている。
この結果、隣接する画素や読み出し回路への光子や電子の混入が増加し、混色やケラレが
生じ易くなる。
【００２０】
　図９に、本実施形態における光検出素子の厚さと混色の生じ易さを説明する図を示す。
図９（ａ）は薄い光検出素子９０１に斜め方向から光が入射した場合を示す図であり、図
９（ｂ）は厚い光検出素子９０２に斜め方向から光が入射した場合を示す図である。
図９（ａ）に示すように、薄い光検出素子９０１に斜め方向から光が入射した場合には、
その幾何学的配置によって混色が生じにくい。
これに対して、図９（ｂ）に示すように、厚い光検出素子９０２に斜め方向から光が入射
した場合には、隣接する画素にも光が入射することから、薄い光検出素子９０１と比較し
て、混色が生じ易くなる。
【００２１】
　本実施の形態においては、上記したようにプラズモン共鳴体または導波モード共鳴体を
用いる。なお、導波モード共鳴体は、一部を半導体によって構成することができる。
これにより、光検出素子を感度を下げることなく薄くすることで、図９（ａ）に示す薄い
光検出素子のように、斜め入射の光に対し、混色が生じることを回避したものである。
本発明の光共鳴構造体の１種であるプラズモン共鳴体または導波モード共鳴体を用いてＲ
ＧＢ３色の強度比を検出する光検出素子によれば、
光の損失はなく、ローパスフィルタのカットオフ周波数は高いという積層構造のイメージ
センサの長所はそのままに、感度を維持したまま素子の厚みを薄くすることができる。こ
れにより、混色やケラレが生じにくく、色分離性と感度の両立が可能となる。
【００２２】
　以下に、図７を用いて本実施の形態におけるの光検出素子の構造及び動作原理について
、更に説明する。
本実施の形態の光検出素子は、複数の光電変換要素（光電変換層）を備え、これら複数の
光電変換要素が積層された構造を有している。
そして、それぞれの光電変換要素毎に、異なる波長帯域に共鳴ピークを有し分光要素とし
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て機能する光共鳴構造体が配設されている。
具体的には、図７に示されるように、複数の光起電材料または複数の光導電材料からなる
光電変換要素７０１中に、共鳴周波数の異なるプラズモン共鳴体７０２が配置されている
。
ここで用いられる光起電材料としては、ＳｉのＰＮ接合、半導体によるＰＩＮ接合及び金
属層と半導体によるショットキー接合などが、その代表例として挙げられる。
光導電性は、半導体一般に見られる現象であるが、本実施形態での光導電材料としては、
ＳｉやＧａＡｓなどのＩＩＩ－Ｖ族の赤外部（赤外よりも長波長側のものを含む）に吸収
端をもつ半導体などが一般的な光電変換を行うのには適している。
しかしながら、近接場光による非断熱過程によって光電変換を行う場合には、紫外域に吸
収端をもつ半導体も適する。
さらに、Ｒの光で導電性を得る材料は赤外に吸収端を持つ材料とし、Ｇ、Ｂ、となるにし
たがって、短波長に吸収端を持つ材料を光導電材料として用いることで、さらなる色分離
の向上が見込まれる。
光導電性は、光電効果によって生じるキャリアの寿命と移動度によって感度が決まる。
【００２３】
　光検出素子に入射した光７０３は、波長帯域に応じたプラズモン共鳴体と共鳴を生じ、
その近傍の光電変換要素によって光電変換され、波長帯域ごとの入射光強度が光強度信号
７０４として出力される。
例えば、プラズモン共鳴体の共鳴ピークをＲ、Ｇ、Ｂの色に対応した波長帯域とすれば、
Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれの色の強度を知ることができ、カラー画像の取得が実現できる。
【００２４】
　本態様の光検出素子の動作原理を以下に説明する。
本発明の光検出器に光が入射すると、光起電材料や光導電材料を透過してプラズモン共鳴
体に衝突する。
本態様において、プラズモン共鳴体はＡｇ、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｌの金属、又はこれらを含む
合金のナノ構造体からなる。
構造を持った金属に適切な波長の電磁波を入射させると、プラズモン共鳴が励起される。
プラズモン共鳴とは、光波長領域での金属など、誘電率の実部が負となる物質に特徴的に
生じる現象で、金属中の自由電子と入射光の電磁場が結合することで生じる。
【００２５】
　図１０に、本発明の実施の形態におけるプラズモン共鳴によって生じる吸収ピークを説
明するグラフを示す。
図１０に示すように、白色光を入射させた場合の金属共鳴構造体の透過スペクトルには、
金属共鳴構造体の構造に起因した共鳴吸収ピークが現れる。
例えば、ＳｉＯ2の内部に埋め込まれた、厚さ５０ｎｍのＡｌ正方形ドットアレイは、ド
ットの〔辺長、配列ピッチ〕が〔１５０ｎｍ、４００ｎｍ〕では６５０ｎｍ付近に、共鳴
吸収ピークを持つことが観測される。
また、〔１２０ｎｍ、３１０ｎｍ〕では５５０ｎｍ付近に、〔９０ｎｍ、２５０ｎｍ〕で
は４３０ｎｍ付近に共鳴吸収ピークを持つことが観測される。
プラズモン共鳴体は近傍の電磁場と相互作用を起こしているので、実際の空間サイズより
も大きな衝突断面積を持つ。そのために、光がプラズモン共鳴体に直接衝突しなくても相
互作用が生じる。
言い換えると、面内にプラズモン共鳴体を緻密に配列させずとも、適切な間隔で配列する
ことで入射した光を余すことなくプラズモン共鳴体と作用させることができる。
衝突した光のうち、そのプラズモン共鳴体と共鳴する波長帯域の光のみが共鳴により吸収
され、その他の波長帯域の光は透過してさらに深くまで侵入する。
複数のプラズモン共鳴体を積層することで、波長帯域ごとに異なる深さのプラズモン共鳴
体に吸収される状態が実現できる。
【００２６】
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　光が異なる深さのプラズモン共鳴体に吸収されるだけでは、光強度の検出はできない。
プラズモン共鳴体の共鳴ピークに応じた波長帯域ごとの光強度の検出が可能である理由は
次の通りである。
プラズモン共鳴体に光が入射し、プラズモン共鳴が生じている状態では、光は金属中の電
子のプラズマ振動と結合した状態にある。
その状態では、光はプラズモン共鳴体近傍の狭い領域に局在した近接場光となっている。
この近接場光の状態の光と、プラズモン共鳴体から再放射された光を周囲の材料によって
光電変換し、入射光強度を電荷の量へと変換する。
電荷を電圧や電流の形で取り出す（読み出す）ことで、それぞれの波長帯域の光強度を電
気信号で得ることができる。
【００２７】
　プラズモン共鳴体と光電変換を行う材料が直接接していることで、プラズモン共鳴体の
電子の挙動が変化してしまい、プラズモン共鳴が効率良く励起できない場合は、つぎのよ
うな構成を採ることができる。
すなわち、プラズモン共鳴体の周囲を、シリカ（ＳｉＯ2）のような光（電磁波）に対し
て高い透過性を有し、かつ低い導電性を有する（電気的絶縁性を有する）材料によってコ
ーティングして光電変換を行う材料中に配置する。
この材料でプラズモン共鳴体が囲まれるようにすることにより、電気的には外部と絶縁さ
れているが、光とは相互作用が可能となり、効率よくプラズモン共鳴が励起される場合も
ある。
また、代表的な半導体の屈折率が３．５程度であるのに比べて、シリカなどのガラスは屈
折率が１．５程度なので、コーティングすることにより、同じサイズのプラズモン共鳴体
であっても、共鳴波長を短波長化できる。
逆に言えば、ある共鳴波長を得るためのサイズが大きくなる。そのために、プラズモン共
鳴体の作製しやすさが向上する。
なお、入射光は入射方向からのみの向きをもっているが、再放射された光は再放射のメカ
ニズムに依存した指向性をもって放射される。
プラズモン共鳴体の構造を工夫することで、入射光の散乱方向である再放射成分が面内方
向の指向性を持つようにし、効率的に光電変換することも可能である。
【００２８】
　本態様の光検出素子の機能についての概念図を図５に示す。
入射光は異なるプラズモン共鳴体によって、色毎に異なる深さに局在される。それぞれの
層での光強度を光電変換によって光強度を電荷の量に変換し、電荷の量を電圧や電流の信
号として読み出すことでＲＧＢに対応する光強度が得られる。本実施形態におけるプラズ
モン共鳴体の機能は、吸収フィルタの如き受動的な機能というよりむしろ、色毎の光を異
なる層に留めおき、光電変換部位の振り分けを行なうという、能動的な機能を発現してい
るともいえる。
【００２９】
　プラズモン共鳴体によって分光を行うことで、Ｓｉの吸収係数の違いを利用した方法よ
りも、光検出素子の厚さを薄くすることができる。
厚さ５０ｎｍ程度の典型的なプラズモン共鳴体による吸光度は０．７程度であり、これは
入射した光のうち８０％がたった１層のプラズモン共鳴体に吸収されることを意味する。
一方で、Ｓｉによって波長７００ｎｍの光を８０％吸収するためには、少なくとも７μｍ
以上の厚さが必要となる。
このことから、プラズモン共鳴体の厚さあたりの光の吸収能はきわめて高いといえる。
素子の感度を下げることなく薄くすることが可能である。素子を薄くすることで、前述の
ように混色、ケラレ、スミアなどを抑制することができる。
さらに、薄い素子の方が２次元積層型撮像素子を形成する場合に、素子要素の配置や配線
の自由度が高まる。
【００３０】
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　局在プラズモン共鳴体の吸収スペクトルは図１０で説明したとおりであり、吸収する波
長帯域の異なるプラズモン共鳴体を積層した場合は図１２のような吸収スペクトルとなる
。
Ｓｉの吸収深さの違いを利用した方法による従来例の積層型撮像素子の分光感度を示した
図１３のグラフと比較すると、色分離が良いことがわかる。
また、本態様の光検出素子は、構造によって分光を行っているので斜めに光が入射した場
合でも正確に分光される。
一方で深さ（Ｓｉ中を通過した長さ）によって分光する方法では斜めに光が入射した場合
は、同じ波長の光でも、入射角度によって異なる層で吸収されてしまい、色分離の誤差が
生じる。
本態様の光検出素子においては、色分離が正確である。
図１４に、本実施形態の光検出素子による構造によって分光する光検出素子と材料の吸収
係数の相違によって分光する光検出素子の色分離特性を説明する図を示す。
【００３１】
　背景技術で説明したように、有機半導体を用いて色分離を行なう方法が提案されている
。
しかしながら、有機材料は化学的安定性において無機材料に比して課題を有している。
本実施形態のプラズモン共鳴体による色分離は、ステンドグラスの着色と同じ原理であり
、歴史的建造物のステンドグラスが現在もその鮮やかさを失っていないことからも、高い
化学的安定性を持つことが理解される。
化学的安定性の高いことはスチルカメラにおいて勿論求められる特性であるが、常に光が
撮像素子に入射しているムービーカメラにおいては、特に価値がある。
【００３２】
　現在のＣＣＤやＣＭＯＳ撮像素子は、受光部分のほか、読出し、増幅、駆動回路が撮像
素子の内部に構成されている。
これらの回路は、光検出器と同時に形成されているので、光電変換を行う材料と同じ材料
でその回路を作製することになる。
Ｓｉ以外の半導体でこれらの回路を作製すると、技術的な成熟度のために、Ｓｉの場合と
比べて、読み出し、増幅回路までを含めた性能に課題を有している。
本実施の態様の光検出素子では、材料の特性による分光ではなく、構造によって分光を行
っているので光電変換要素の材料は問わず、回路の性能面で有利なＳｉを用いることがで
きる。
また、本態様の形態の光検出素子は、材料の物性ではなく構造によって光を制御している
ので、構造を変えるだけで容易にその特性も変化させることができ、自在な設計が可能で
ある。
【００３３】
　本態様のプラズモン共鳴体によって入射光を分光する光検出素子を、平面または曲面に
２次元配列させて撮像素子とすることで、光の損失はなく、ローパスフィルタのカットオ
フ周波数が高いという積層型の長所を維持できる。
これに加えて、厚みを薄くすることができ、混色、ケラレ、が少なく、ＲＧＢ３色の分離
と感度も両立し、周辺回路とのプロセス適合性も高く、その他多くの優れた特性をもつ２
次元撮像素子が実現できる。
なお、本実施の形態の光検出素子は、ＣＣＤ、ＣＭＯＳ等の撮像素子に共通するフォトダ
イオードに関するものであり、電荷転送、増幅、読出しの方式によらないものである。
【００３４】
　また、上記した本態様の光検出素子を用いて、つぎのような光検出方法を実現すること
ができる。
即ち、複数の光電変換層が積層された構造を有し、前記複数の光電変換層には、該光電変
換層に対応して、異なる波長帯域に共鳴ピークを有する光共鳴構造体が配設された光検出
素子を用意する工程と、
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　前記光検出素子に光を入射させ、該入射した光を前記光共鳴構造体により分光し、前記
複数の光電変換層で光電変換を行う工程と、を有することを特徴とする光検出方法である
。
また、上記した光検出方法を用い、前記出力された光強度の２次元分布から画像情報を取
得する撮像方法を実現することができる。
【実施例】
【００３５】
　以下、本発明の具体的な参考例、実施例について説明する。
［参考例１］
　参考例１においては、上記参考実施態様における光検出器の構成を適用した構成例につ
いて説明する。
図２に、本参考例における光検出素子の構成例を説明する図を示す。
本参考例では、図２に示すようにＳｉ層２０１とＳｉＯ２層２０２とＳｉ基板層２０３か
らなるＳＯＩ基板内に光電変換（層）領域２０４があり、該光電変換領域の最表面には、
２次元の凹凸からなる周期構造２０５が形成されている。
周期構造の凹部はＳＯＩ基板の絶縁層まで達していてもよいし、絶縁層まで達しない凹凸
であってもよい。
また、最上面には、必要に応じて保護膜を設けてもよい。
入射光２０６が本例の光検出器に入射すると、表面の２次元の周期構造によって回折され
る。
周期構造のパラメータに依存した特定の波長帯域の光は、導波モード共鳴を生じる。
導波モード共鳴は、周期構造によって回折された光が導波光と結合することによって、面
内方向に共鳴する現象であり、本例においても、光電変換材料の面内方向で共鳴する。
【００３６】
　２次元周期構造の設計方法としては、該周期構造の個々の構造の、配列周期に対する大
きさによって、構造による実効屈折率の低下が無視できる場合には、つぎのように所望の
設計が可能となることが知られている。
すなわち、周期構造を含む導波モード共鳴体全体が、構造による実効屈折率の低下が顕著
な場合は周期構造の凹凸の底から絶縁層との界面までの領域を導波層２０７とみなして数
値計算を行うことで、所望の設計が可能となることが知られている。
周期構造による回折光と、導波層内を伝播する導波光の波数が一致する条件、つまり、つ
ぎに示すＴＭ０次の分散方程式（式‐１）と、

【００３７】
　νとｂの定義式から得られるつぎに示す（式‐２）とを連立させ、１次回折の条件β＝
２π／Ｐを代入して共鳴波長を求めた。

【００３８】
　ただし、Ｐ＝凹部の配列ピッチ、ｎ1＝１（空気）、ｎ2＝Ｓｉの屈折率（３．８４＠６
５０ｎｍ，４．０７＠５５０ｎｍ，４．６７＠４５０ｎｍ）、ｎ3＝１．４６（ＳｉＯ2）
である。また、
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【００３９】
　であり、また、ｎｈ＝１（凹部の屈折率）、ｆ＝ｄπｒ2（凹部の充填率）、ｄ＝凹部
の深さ、α＝ｔ／２（コア層の厚さの半分）である。また、

【００４０】
　である。
この計算の結果、図３に示すように、深さ１００ｎｍで直径：ψの円柱穴が配列ピッチ：
ｐで正方格子配列し、導波層厚１００ｎｍの場合に、以下のことが分かった。
即ち、［ψ、ｐ］が［１１６ｎｍ、１９３ｎｍ］で６５０ｎｍに、［９１ｎｍ、１５２ｎ
ｍ］で５５０ｎｍに、［６４ｎｍ、１０６ｎｍ］で４５０ｎｍにそれぞれ最低次の導波モ
ード共鳴のピークが得られることが分かった。
これらは、ＲＧＢそれぞれの色に対応する光の波長である。
【００４１】
　図３に、本参考例の素子の構造と数値パラメータの一例を示す。
図３において、（Ａ）は、光の入射面をなす受光面の平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）にお
ける破線Ｘ－Ｙで切断した断面図である。
導波モード共鳴を生じている波長帯域の光は、屈折率による閉じ込めによって、導波層で
大きな電場振幅をもつ。言い換えると導波層近傍に局在している。
導波層はＳｉにＰ、Ｎ型の不純物をドープされた光電変換層（２０８、２０９、２１０）
を兼ねている。
光電変換層の接合の配置は、図２に示すような面内方向に均一に広がった形状でもよい。
あるいは、後述する参考例２おける図４の４１０（Ｎ型Ｓｉ領域）、４１１（Ｐ型Ｓｉ領
域）に示すように平面内に構造を備えていても、導波する光を効率的に光電変換しやすい
形状であればよい。
局在した光は導波層内に長い時間留まるので、薄い光電変換層であったとしても、充分厚
い光電変換層が存在している状況と同等となる。
一方で、導波モード共鳴を生じない波長の光は、Ｓｉの吸収係数のために、薄い光電変換
層をほとんどが素通りしてしまい、光電変換されない。
したがって、本参考例の光検出素子は、導波モード共鳴を生じる波長帯域の光に対して高
い分光感度を持たせることができる。
また、局在した光を光電変換することで、実質的に吸収係数が大きくなる。
【００４２】
　さらに、本参考例では周期構造自身も光電変換材料であるので、導波層の周辺に広がっ
たエバネッセント成分も有効に光電変換することが可能となり、効率が向上する。
本参考例では周期構造と光電変換領域の間に障壁がないため、後述の参考例２に述べる素
子と比較して、周期構造の内部で光電変換された電子、正孔も光検出に利用でき、感度が
向上する。
なお、本参考例では、凹凸構造が正方格子配列したものを図示して説明したが、格子配列
は正方格子でなく、三角格子や２つ以上の格子からなる複合周期であってもよい。
三角格子は正方格子と比較して、偏光依存性が小さい長所があり、複合周期は、共鳴ピー
クが複数得られるために、設計の自由度が増すという長所がある。
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　　［参考例２］
　参考例２においては、参考実施態様の光検出器における構成を適用した別構成例につい
て説明する。
図４に、本参考例における光検出素子の構成例を説明する図を示す。
本参考例においては、図４に示すように、Ｓｉ層４０１とＳｉＯ２層４０２とＳｉ基板層
４０３からなるＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板内に光電変換
領域４０４が設けられている。
また、該光電変換材料の最表面には、ＳｉＯ２からなる絶縁膜（保護膜）４０５が設けら
れている。
そして、該絶縁膜上にはアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）４０６からなる２次元周期構
造４０７が形成されている。
入射光４０８が本発明の光検出器に入射すると、表面の２次元の周期構造４０７によって
回折される。
周期構造のパラメータに依存した特定の波長帯域の光は、導波モード共鳴を生じる。
【００４４】
　　導波モード共鳴は、周期構造によって回折された光が導波光と結合することによって
、面内方向に共鳴する現象であり、本参考例においても光電変換材料の面内方向で共鳴す
る。
周期構造による回折光と、その直下の導波層４０９内を伝播する導波光の、波数が一致す
る条件、つまり、つぎに示すＴＭ０次の分散方程式（式‐３）と、

【００４５】
　νとｂの定義式から得られるつぎに示す（式‐４）とを連立させ、１次回折の条件β＝
２π／Ｐを代入して共鳴波長を求めた。

【００４６】
　ただし、Ｐ＝凹部の配列ピッチ、ｎ1＝１（空気）、ｎ2＝Ｓｉの屈折率（３．８４＠６
５０ｎｍ，４．０７＠５５０ｎｍ，４．６７＠４５０ｎｍ）、ｎ3＝１．４６（ＳｉＯ2）
である。また、

【００４７】
　であり、また、ｎｈ＝１（凹部の屈折率）、ｆ＝ｄπｒ2（凹部の充填率）、α＝ｔ／
２（コア層の厚さの半分）である。また、
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【００４８】
　である。
この計算の結果、図５に示すように、深さ１００ｎｍで直径：ψの円柱穴が配列ピッチ：
ｐで正方格子配列し、導波層厚２００ｎｍの場合に、以下のことが分かった。
即ち、［ψ、ｐ］が［１０７ｎｍ、１７９ｎｍ］で６５０ｎｍに、［８５ｎｍ、１４１ｎ
ｍ］で５５０ｎｍに、［５９ｎｍ、９９ｎｍ］で４５０ｎｍにそれぞれ最低次の導波モー
ド共鳴のピークが得られることが分かった。
これらは、ＲＧＢそれぞれの色に対応する光の波長である。
【００４９】
　図５に、本参考例の素子の構造と数値パラメータの一例を示す。
図５において、（Ａ）は、光の入射面をなす受光面の平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）にお
ける破線Ｘ－Ｙで切断した断面図である。
導波モード共鳴を生じている波長帯域の光は、屈折率による閉じ込めによって、導波層で
大きな電場振幅を持つ。言い換えると導波層近傍に局在する。
導波層はＳｉにＰ、Ｎ型の不純物をドープされた光電変換層（４１０、４１１）を兼ねて
いる。光電変換層の接合の配置は、図２に示したような面内方向に均一に広がった形状で
もよいし、図４における４１０（Ｎ型Ｓｉ領域）、４１１（Ｐ型Ｓｉ領域）に示すように
平面内に構造を備えていても良い。
【００５０】
　本参考例においても、局在した光は導波層内に大部分が留まるので、薄い光電変換層で
あったとしても、充分厚い光電変換層が存在している状況と同等となる。
一方で、導波モード共鳴を生じない波長の光は、Ｓｉの吸収係数のために、薄い光電変換
層をほとんどが素通りしてしまい、光電変換されない。
光検出素子や撮像素子はＳｉ基板上に形成されることが多いが、移動度や暗電流といった
半導体デバイスとしての性質が優れていることが１つの理由である。これらの性質は不純
物の混入によって著しくその性質が悪化する。
本参考例の光検出素子は、分光感度を変化させるための周期構造を、基板や光電変換材料
と同一のＳｉで形成することにより、不純物の混入による特性の悪化を抑制できる。
また、成膜の容易なアモルファスＳｉを使用することで、プロセス自由度、作製コストの
上昇も抑制できる。
【００５１】
　　［参考例３］
　参考例３においては、参考実施態様の撮像素子の構成を適用した構成例について説明す
る。
図６に、本参考例における撮像素子の構成例を説明する図を示す。
図６において、（Ａ）は、光の入射面をなす受光面の平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）にお
ける破線Ｘ－Ｙで切断した断面図である。
図６に示した装置においては、２次元の撮像を行う本発明の光検出器６０１が複数配列さ
れている。
光検出器６０１のそれぞれの表面には凹凸の周期構造が作製されており、Ｒの光と共鳴す
る領域６０２、Ｇの光と共鳴する領域６０３、Ｂの光と共鳴する領域６０４が形成されて
いる。
例えば、参考例１に示したパラメータで周期構造を作製することにより、４５０ｎｍ，５
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５０ｎｍ，６５０ｎｍにそれぞれピーク波長をもたせることが可能である。
凹凸構造によって回折された入射光６０５は、参考例１で説明したように、構造に対応す
る波長の光が導波モード共鳴を生じて、導波層近傍に局在する。
【００５２】
　本参考例のフォトダイオードの光電変換領域６０６は、導波層６０７の領域と重複して
おり、光電変換領域は薄く形成されているために構造に因った固有の分光感度を持ってい
る。
フォトダイオードの分光感度を、可視域の色分解に適した特性とし、それぞれのフォトダ
イオードによって光電変換された信号を読出し回路６０８によって読み出す。
これにより、それぞれのフォトダイオードに入射した光強度を得る。
さらに、隣接する他の色に対応するフォトダイオードからの色を参照することで、２Ｄ（
２次元）のカラー画像が再構成される。
本発明の撮像素子では、光検出器自身が構造に因った分光感度を持つために、通常、色分
解のために用いられるカラーフィルタが不要となる。
そのために、画素の構造を薄くすることが可能となり、ケラレや隣接した画素との混色が
生じにくくなる。
【００５３】
　　［実施例１］
　実施例１においては、本発明の実施態様の光検出素子の構成を適用した構成例について
説明する。
図１５に、本実施例の光検出素子の構成例を説明する図を示す。
図１５において、１５０１は入射光、１５０２はプラズモン共鳴体、１５０３は透明絶縁
材料、１５０４はｎ型半導体、１５０５はｐ型半導体、１５０６はｎ型半導体、１５０７
はｐ型半導体基板、１５０８は読出部である。
【００５４】
　本実施例において、入射光１５０１が光検出素子に入射すると、光電変換を起こす半導
体のＰＮ接合からなる光起電材料中に配置されたプラズモン共鳴体１５０２に衝突する。
前述のとおり、プラズモン共鳴体の実際の空間サイズよりも大きな領域で衝突が起きる。
衝突した光のうち、プラズモン共鳴体の共鳴波長に対応する波長帯域の光がプラズモン共
鳴を起こし、生じた近接場光を周囲の光起電材料によって光電変換させる。
光起電材料とプラズモン共鳴体の電気的接触やプラズモン共鳴体の光起電材料中への拡散
を避けたい場合には、シリカの如き透明絶縁材料１５０３でプラズモン共鳴体をコーティ
ングすることもできる。
ＲＧＢ３色の光を受光するためには、ＰＮ接合を積層する必要があり、本実施例では、表
面からｎ型半導体１５０４、ｐ型半導体１５０５、ｎ型半導体１５０６、ｐ型半導体基板
１５０７の順に積層されている。
光がＰＮ接合に入射して光電効果を起こすと、電荷が光起電材料の両端に生じるので、こ
の大きさを電圧や電流の信号として読出部１５０８で計測することによって入射光強度を
得ることができる。
【００５５】
　この光検出素子を２次元に配列することで撮像素子を構成することが可能になる。
通常は２次元平面内に配列させるが、光学系の収差を打ち消すために、人間の網膜の如く
３次元曲面上に２次元配列させることも可能である。
それぞれの光検出素子からは、入射したＲＧＢ３色の入射強度が得られるので、２次元の
カラー画像が得られる。
【００５６】
　本実施例の光検出素子は、一般的な半導体プロセスを用いて作製が可能である。
この素子の特徴であるプラズモン共鳴体を半導体層内部に配置するためには、例えば半導
体としてＳｉ、プラズモン共鳴体として金属であるＡｇを用いた以下のような方法がある
。
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まず、単結晶のＳｉを求める半導体層の厚みの半分程度の厚さに成膜されたものを用意す
る。
その上にプラズモン共鳴体としてＡｇを配置する。
ＡｇをＳｉ上に配置させるには、溶媒中に分散されたＡｇナノ粒子溶液をスピンコートに
よって薄膜化した後に溶媒を除去する、電子線リソグラフィによるパターニングする等、
トップダウン的、ボトムアップ的手法のいずれも様々な方法が可能である。
Ｓｉ上にＡｇを配置した後に、ａ－Ｓｉ（アモルファスシリコン）を成膜することで、Ｓ
ｉ中にＡｇが配置される。
ａ－ＳｉをレーザアニールすることでＳＰＣ（Ｓｏｌｉｄ　ｐｈａｓｅ　Ｃｒｙｓｔａｌ
ｌｉｚａｔｉｏｎ）またはＳＰＥ（Ｓｏｌｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｅｐｉｔａｘｙ）と呼ばれ
る現象によって単結晶化することが可能である。
Ａｇの上部についても、ｌａｔｅｒａｌ　ｏｖｅｒｇｒｏｕｔｈの成長が数μｍ程度ある
ことより、結晶化が可能である。
単結晶化によってキャリア移動度などの半導体としての特性が向上する。また、Ａｇ塗布
時に種結晶を同時に形成し、該種結晶を成長させる方法によっても、単結晶Ｓｉ中にＡｇ
を配置することができる。
【００５７】
　本実施例の光検出素子では、ｐ型半導体とｎ型半導体を交互に成膜する構成となってい
る。
ｐ型半導体はＳｉに微量のＩＩＩ族元素を、ｎ型半導体はＳｉに微量のＶ族元素をドープ
することで得られる。
Ｓｉ中へのこれら不純物の添加は、拡散や打ち込み、成膜中のドーパントガスの混入など
によって実現できる。
ＲＧＢの３色を受光するためには、ＲＧＢそれぞれの光と共鳴する、大きさの異なるＡｇ
をＳｉ中に配置させることで、ＲＧＢに対応した光電変換層を形成することができる。
【００５８】
　尚、図１５では、ｎ型半導体基板１５０４側から光を入射させたが、光の入射は、ｐ型
半導体基板１５０７側からとすることもできる。この場合、光の入射側より、プラズモン
共鳴体１５０２の配置をＲ、Ｇ、Ｂと配置することもできる。
【００５９】
　　［実施例２］
　実施例２においては、本発明の実施態様の光検出素子の構成を適用した別の構成例につ
いて説明する。
図１６に、本実施例の光検出素子の構成例を説明する図を示す。
図１６において、１６０１は入射光、１６０２は透明導電材料、１６０３は半導体材料、
１６０４はプラズモン共鳴体、１６０５はショットキー接合部、１６０６は読出部、１６
０７は透明絶縁材料である。
【００６０】
　本実施例の素子では、入射光１６０１が光検出素子に入射すると、透明導電材料１６０
２を透過して半導体１６０３上に配置されたプラズモン共鳴体１６０４に衝突する。
前述のとおり、プラズモン共鳴体の実際の空間サイズよりも大きな領域で衝突が起きる。
そして、衝突した光のうち、プラズモン共鳴体の共鳴波長に対応する波長帯域の光がプラ
ズモン共鳴を起こし、近接場光を生じる。
本実施例においては、プラズモン共鳴体１６０４である金属と半導体１６０３の界面がシ
ョットキー接合部１６０５を形成し、光起電材料となる。
つまり、金属はプラズモン共鳴による分光機能と、ショットキー接合の金属部としての２
つの役割を併せ持つ。
【００６１】
　プラズモン共鳴体の近傍に生じた近接場光をプラズモン共鳴体１６０４と半導体層１６
０３の界面に形成されたショットキー接合によって光電変換する。
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プラズモン共鳴体の上部に配置された透明導電材料１６０２は光の周波数では透明である
が、低周波の電磁波は伝導する性質を持っている。
したがって、光の周波数での共鳴であるプラズモン共鳴を考える際には絶縁体として扱え
る。
一方で低周波においては金属としてふるまうので、ショットキー接合によって生じたキャ
リアを読み出す際には金属として扱える。
光がショットキー接合に入射して光電効果を起こすと、電荷が光起電材料の両端に生じる
ので、この大きさを電圧や電流の信号として読出部１６０６で計測することによって入射
光強度を得ることができる。
【００６２】
　本実施例によれば、近接場光強度の最も強い金属表面と光電変換部位を一致させること
ができ、高感度が得られる。ＲＧＢ３色の光を受光するためには、光導電材料を３層積層
し、その層間は透明絶縁材料１６０７によって隔てられている。
この光検出素子を２次元に配列することで撮像が可能になる。通常は２次元平面内に配列
させるが、光学系の収差を打ち消すために、人間の網膜の如く３次元曲面上に２次元配列
させることも可能である。
それぞれの光検出素子からは、入射したＲＧＢ３色の入射強度が得られるので、２次元の
カラー画像が得られる。
なお、図１６では透明導電膜がプラズモン共鳴体の光の入射する側に配置されているが、
図１７に示すように入射方向に対して逆向きに配置することもできる。但し、一般的に透
明導電膜の屈折率は半導体の屈折率よりも小さいので、ある波長で共鳴する構造を作製す
る場合に構造を大きくできるため、透明導電膜を光の入射側に配置したほうが作製難易度
が低くなる。
【００６３】
　本実施例の光検出素子は一般的な半導体プロセスによって作製が可能である。この素子
の特徴であるプラズモン共鳴体を半導体層内部に配置するためには、例えば半導体として
Ｓｉ単結晶を用いた以下のような方法がある。
作製プロセスフローを図１８に示す。
まず、単結晶Ｓｉ基板１８０１上にプラズモン共鳴体をなす金属または合金としてのＡｇ
をスパッタ、蒸着などの方法で成膜する（１８０２）。
Ａｇ膜上にレジストを成膜し（１８０３）、電子線リソグラフィ、近接場リソグラフィな
どのリソグラフィやインプリント等の微細加工技術によって、求めるプラズモン共鳴体の
形状に応じたレジストパターンを形成する（１８０４）。
レジストをマスクとしてエッチングを行うことで（１８０５）、プラズモン共鳴体を形成
する。その上に透明絶縁材料としてＳｉＯ2をスパッタなどによって成膜する（１８０６
）。
その後、リフトオフによってレジストとレジスト上のＳｉＯ2を除去することで、素子表
面が平坦となり、Ａｇが露出する（１８０７）。
その上に、透明導電材料としてＩＴＯをスパッタなどによって成膜することで本発明の光
検出素子のうち、ある波長帯域に対応する層が実現できる（１８０８）。
ＲＧＢ３色の光を受光するためには、プラズモン共鳴体をＲＧＢ３色に対応してそれぞれ
大きさの異なるものとし、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれに対応する光と共鳴する構造のプラズモン
共鳴体を含む半導体層を積層すればよい。
【００６４】
　　［実施例３］
　実施例３においては、本発明の実施態様の光検出素子の構成を適用した更に別の光検出
素子の構成例について説明する。
図１９に、本実施例の光検出素子の構成例を説明する図示す。
図１９において、１９０１は入射光、１９０２は光導電材料、１９０３はプラズモン共鳴
体、１９０４は透明絶縁材料、１９０５は電極である。
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【００６５】
　本実施例において、入射光１９０１が光検出素子に入射すると、光導電材料１９０２中
のプラズモン共鳴体１９０３に衝突する。
前述のとおり、プラズモン共鳴体の実際の空間サイズよりも大きな領域で衝突が起きる。
衝突した光のうち、プラズモン共鳴体の共鳴波長に対応する波長帯域の光がプラズモン共
鳴を起こし、生じた近接場光を周囲の光導電材料１９０２によって光電変換させる。
光導電材料とプラズモン共鳴体の電気的接触やプラズモン共鳴体の光導電材料中への拡散
を避けたい場合には、シリカ（ＳｉＯ2）の如き透明絶縁材料１９０４でプラズモン共鳴
体をコーティングする。
光が光導電材料に入射して光電効果を起こすと、電子が価電子帯から伝導帯に励起され光
導電性を示す。
光導電材料の両端の電極１９０５に電位差を与え、導電性を測定することで入射光強度を
得る。
導電性から光強度を求めるために、光導電材料の両端の電極はオーミック接合しているこ
とがのぞましい。ＲＧＢ３色の光を受光するためには、光導電材料を３層積層する。
この光検出素子を２次元に配列することで撮像が可能になる。通常は２次元平面内に配列
させるが、光学系の収差を打ち消すために、人間の網膜の如く３次元曲面上に２次元配列
させることも可能である。
素子作製については、実施例４及び５と同様な方法によって作製することができる。
【００６６】
　　［実施例４］
　実施例４においては、本発明の実施態様の光検出素子の構成を適用した更に別の光検出
素子の構成例について説明する。
図２０に、本実施例の光検出素子の構成例を説明する図示す。
図２０において、２００１は入射光、２００２は導波モード共鳴体、２００３は透明絶縁
材料、２００４は読出部、２００５はｐ型領域、２００６はｎ型領域である。
【００６７】
　入射光２００１が光検出素子に入射すると、光起電材料からなる導波モード共鳴体２０
０２に光が入射する。
導波モード共鳴体に入射した光のうち、導波モード共鳴体の構造に対応した波長の光が共
鳴を起こす。
共鳴波長の光は透過成分と回折、散乱成分が干渉によって打ち消しあい、面内方向に局在
した光となる。
この現象が導波モード共鳴である。導波モード共鳴体のなす構造と共鳴しない光は、導波
モード共鳴体と透明絶縁材料２００３を透過して、積層された構造の異なる導波モード共
鳴体に入射する。
こうして、導波モード共鳴体のなすそれぞれの構造に対応した光が該構造の近傍に局在し
する状態が得られる。
この光をＲＧＢの光に対応した構造の異なる層毎に光電変換し、読出部２００４から電圧
や電流の信号として、ＲＧＢに対応した入射光の強度を得ることができる。
【００６８】
　図２１に、本実施例における光共鳴構造体の配置と吸収される部位の関係を示す。
図２１では分かり易いように各導波モード共鳴体間の距離を離して示してある。本実施例
の光検出素子をなす導波モード共鳴体は、半導体のｐ型領域２１０３とｎ型領域２１０４
が接合された構造となっており、光起電材料として機能する。つまり、分光要素自身が光
電変換要素も兼ねていることになる。
導波モード共鳴が生じている状態では面内に光が局在しているが、この光は導波モード共
鳴体の面内方向に、共鳴体の構造に依存した電磁場分布をもって局在している。
該電磁場強度の強い位置とＰＮ接合の空乏層の位置を合わせるような構造を設計すること
で、高感度が得られる。電磁場強度分布は導波モード共鳴体の構造によって決まり、空乏
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層の位置はｐ型、ｎ型半導体の境界によって決まる。
電磁場強度分布と空乏層の位置は、共に作製プロセスによって適宜変化させることができ
る。
図２２に、ＰＮ接合の境界のバリエーションを説明する図を示す。図２２に示した接合構
造１（２２０１）、接合構造２（２２０２）、接合構造３（２２０３）は、ＰＮ接合の境
界がそれぞれ異なっている。
導波モード共鳴の特性は、導波モード共鳴体の周期構造の格子定数や単位構造の形状や厚
さによって変化する。
一般的に格子点に存在する単位構造のサイズが大きくなるほど共鳴のＱ値が低下し共鳴ピ
ークがブロードになることが知られている。
その他、導波モード共鳴体の２次元面内に有する屈折率周期構造を、単位構造の対称性を
崩す、複合周期とする、周期に異方性を持たせる、フラクタル構造とする、欠陥を導入す
る、等の方法によってもピークの特性を変化させることができる。
別の方法として、導波モード共鳴体に、例えば金属の如き複素誘電率の異なる物質を混入
させる方法でも、ピーク特性を変化させることができる。
ＲＧＢそれぞれが一層の導波モード共鳴体によって分光、光電変換される必要はないため
、ＲＧＢそれぞれに対応する光を、複数枚からなる導波モード共鳴体によって分光、光電
変換する構造となっていてもよい。
【００６９】
　本実施例の光検出素子は一般的な半導体プロセスを用いて作製が可能である。透明絶縁
膜上に半導体からなる導波モード共鳴体を配置するためには、以下のようにすればよい。
透明絶縁膜を絶縁体とした、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）ウェ
ハに不純物を打ち込むことで、ｐ型領域とｎ型領域を形成する。
その後、レジストをスピンコートによって薄膜化して塗布する。
レジストを電子ビームリソグラフィ、近接場光リソグラフィ、インプリント等の方法によ
ってパターニングする。
そして、パターニングされたレジストをマスクとしてエッチングを行うことで、パターン
部以外のＳｉが除去され、透明絶縁膜上に半導体からなる光共鳴構造体が形成される。
ＰＮ接合部の境界を変化させるには、先にエッチングを行った後に不純物を打ち込むこと
や、不純物の打ち込みの際にマスクを利用することで可能である。
【００７０】
　　　［実施例５］
　実施例５においては、本発明の実施態様の光検出素子の構成を適用した更に別の光検出
素子の構成例について説明する。
図２３に、本実施例の光検出素子の構成例を説明する図を示す。
図２３において、２３０１は入射光、２３０２は導波モード共鳴体、２３０３は半導体、
２３０４は金属、２３０５はショットキー接合部位、２３０６は透明絶縁材料、２３０７
は読出部である。
【００７１】
　本実施例の素子は、導波モード共鳴体の構造に対応した特定の波長の光が、面内方向に
共鳴によって局在する部分までは、実施例７と同様である。
導波モード共鳴体２３０２は、半導体（材料）２３０３に構造を形成することで得られる
。
半導体２３０３と金属２３０４の界面はショットキー接合部位２３０５を形成しており、
光起電材料となっている。
導波モード共鳴によって、それぞれの構造に対応した光が該構造の近傍に局在している状
態が実現される。
この光をＲＧＢの光に対応した構造の異なる層毎に光電変換し、読出部２３０７から電圧
や電流の信号として、ＲＧＢに対応した入射光の強度を得ることができる。
【００７２】
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　図２４に光共鳴構造体の配置と吸収される部位の関係を説明する図を示す。
図２４では分かり易いように各導波モード共鳴体間の距離を離して示してある。導波モー
ド共鳴が生じている状態では面内に光が局在しているが、この光は導波モード共鳴体の面
内方向に、共鳴体の構造に依存した電磁場分布をもって局在している。
電磁場強度の強い位置とショットキー接合の空乏層の位置を合わせるような構造を設計す
ることで、高感度が得られる。
本実施例の光検出素子は、一般的な半導体プロセスを用いて作製が可能である。ＳＯＩウ
ェハ上に金属を成膜し、その上にレジストをスピンコートによって薄膜化して塗布する。
レジストを電子ビームリソグラフィ、近接場光リソグラフィ、インプリント等の方法によ
ってパターニングし、パターニングされたレジストをマスクとしてエッチングを行うこと
で、パターン部以外のＳｉと金属が除去される。
そして、透明絶縁膜上に半導体からなる光共鳴構造体と、その上のメッシュ状の金属薄膜
が形成される。
【００７３】
　　［実施例６］
　実施例６においては、本発明の実施態様の光検出素子の構成を適用した更に別の光検出
素子の構成例について説明する。
図２５に、本実施例の光検出素子の構成例を説明する図を示す。
図２５において、２５０１は入射光、２５０２は導波モード共鳴体、２５０３は光導電材
料、２５０４は電極、２５０５は透明絶縁材料である。
【００７４】
　本実施例の素子は、導波モード共鳴体の構造に対応した特定の波長の光が、面内方向に
共鳴によって局在する部分までは、実施例７及び８と同様である。
導波モード共鳴体２５０２は、光導電材料２５０３に構造を形成することで得られる。
光導電材料からなる導波モード共鳴体に入射した光は、導波モード共鳴体の構造に対応し
た光のみが面内方向に局在する。
構造と共鳴を起こさない光は、導波モード共鳴体と透明絶縁材料２５０５を透過して、積
層された構造の異なる導波モード共鳴体に入射する。光が光導電材料に入射して光電効果
を起こすと、電子が価電子帯から伝導帯に励起され光導電性を示す。
光導電材料の両端の電極２５０４に電位差を与え、導電性を測定することで入射光強度を
得る。
導電性から光強度を求めるために、光導電材料の両端の電極はオーミック接合しているこ
とがのぞましい。
ＲＧＢ３色の光を受光するためには、光導電材料からなる導波モード共鳴体を３層積層す
る。
導波モード共鳴が生じている状態では面内に光が局在しているが、この光は導波モード共
鳴体の面内方向に、共鳴体の構造に依存した電磁場分布をもって局在している。
電磁場強度の強い領域が、導波モード共鳴体の領域内に生じるような構造を設計すること
で、高感度が得られる。
【００７５】
　　［実施例７］
　本実施例は、実施例１で説明した（図１５）本発明の光検出素子をアレイ状に並べて撮
像素子を構成し、この撮像素子をデジタルカメラに組み込んだ例である。
図２６は、本実施例の撮像素子の模式図である。
図２６において、画素エリア２６００は、本発明の複数の光検出素子（画素）２６０１ａ
　～　２６０３ｃを、３行×３列の２次元マトリクス状に配置している。ここで、各光検
出素子（画素）は、図１５における光共鳴構造体であるプラズモン共鳴体１５０２と光電
変換部１５０３～１５０７および読出部１５０８を備えて構成されている。尚、図２６で
は、画素エリア２６００は、３行×３列の２次元マトリクス状としたが、例えば、７６８
０×４３２０列のマトリクスとすることも可能である。
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【００７６】
　図２６において、垂直走査回路２６０５および水平走査回路２６０４は、画素エリア２
６００内に配置されている光検出素子（画素）を選択して読み出すための回路である。
図２６のように構成した撮像素子をデジタルカメラに組み込んだ模式図を図２７に示す。
図２７において、２７０１はカメラ本体、２７０９は接眼レンズ、２７１１はシャッター
機構であり、２７１６は、ミラーである。
本発明の撮像素子は、２７０６であり、レンズ鏡筒２７０５内に配された結像用の撮影光
学系（レンズ）２７０２を介し、撮像素子２７０６に光が入射する。これにより被写体像
に応じて、撮像素子２７０６の各画素に電荷が発生し、発生した電荷に対応して被写体像
を再現できる。被写体像は、モニター用ディスプレイ装置２７０７で再生できる他、メモ
リーカード等の記録媒体２７０８に記録される。
ここで示した本発明の撮像素子は、カラーフィルターを用いる必用がないため薄く構成で
き、ケラレ、混色が低減される。また、各画素でＲＧＢ全ての波長に対する感色性を有す
ることから、偽色の発生がない。
以上、本発明を具体的な実施例に基づいて説明したが、本発明は実施例に示した形態に限
定されるものではなく、本発明の技術的思想を用いた全ての形態を包含する。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の参考実施態様における光検出素子の機能を説明する図である。
【図２】本発明の参考例１における光検出素子の構成例を説明する図である。
【図３】本発明の参考例１の素子についての構造と数値パラメータについての説明図であ
る。
【図４】本発明の参考例２における光検出素子の構成例を説明する図である。
【図５】本発明の参考例２の素子についての構造と数値パラメータについての説明図であ
る。
【図６】本発明の参考例３における撮像素子の構成例を説明する図である。
【図７】本発明の実施態様における光検出素子の構成例を説明する図である。
【図８】本発明の実施態様における撮像素子の多画素化によって、光検出素子の個々の画
素サイズが小さくなることを説明する断面図である。
【図９】本発明の実施態様における光検出素子の厚さと混色の生じ易さを説明する図であ
る。
【図１０】本発明の実施態様におけるプラズモン共鳴によって生じる吸収ピークを説明す
るグラフである。
【図１１】本発明の実施態様の光検出素子および撮像素子の概念を示した説明図である。
【図１２】本発明の実施態様の光検出素子および撮像素子の分光感度を示したグラフであ
る。
【図１３】従来例の積層型撮像素子の分光感度を示したグラフである。
【図１４】本発明の実施形態の光検出素子による構造によって分光する光検出素子と材料
の吸収係数の相違によって分光する光検出素子の色分離特性を説明する図である。
【図１５】本発明の実施例１における光検出素子の構成例を説明する断面図である。
【図１６】本発明の実施例２における光検出素子の構成例を説明する断面図である。
【図１７】本発明の実施例２における透明導電膜をプラスモン共鳴体の光の入射方向に対
して図１６とは逆向きに配置した構成例を説明する断面図である。
【図１８】本発明の実施例２における光検出素子の作製方法プロセスフローを説明する図
である。
【図１９】本発明の実施例３における光検出素子の構成例を説明する断面図である。
【図２０】本発明の実施例４における光検出素子の構成例を説明する断面図である。
【図２１】本発明の実施例４における光共鳴構造体の配置と吸収される部位との関係を説
明する図である。
【図２２】本発明の実施例４におけるＰＮ接合のバリエーションを説明する図である。
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【図２３】本発明の実施例５における光検出素子の構成例を説明する断面図である。
【図２４】本発明の実施例５における光共鳴構造体の配置と吸収される部位との関係を説
明する図である。
【図２５】本発明の実施例６における光検出素子の構成例を説明する断面図である。
【図２６】本発明の実施例７における光検出素子をアレイ状に配置して構成した本発明の
撮像素子の一例を示す模式図ある。
【図２７】本発明の撮像素子を組み込んだデジタルカメラの一例を示す模式図である。
【符号の説明】
【００７８】
１０１：Ｇの光
１０２：Ｒの光
１０３：Ｂの光
１０４、６０３：Ｇの光と共鳴する構造
１０５：光電変換層
１０６：基板
２０１、４０１：Ｓｉ層
２０２、４０２：ＳｉＯ2層
２０３、４０３：Ｓｉ基板層
２０４、４０４、６０６：：光電変換領域
２０５、４０７：２次元周期構造
２０６、４０８、６０５、７０３、１５０１、１６０１、１７０１、１９０１、２００１
、２１０１、２３０１、２４０１、２５０１：入射光
２０７、４０９、６０７：導波層
２０８：Ｐ+領域
２０９：Ｎ型Ｓｉ領域
２１０：Ｐ型Ｓｉ領域
４０５：保護層（ＳｉＯ2）
４０６：ａ－Ｓｉ
６０１：光検出器
６０２：Ｒの光と共鳴する構造
６０４：Ｂの光と共鳴する構造
６０８：読出し回路
７０１：光起電材料または光導電材料からなる光電変換要素
７０２：プラズモン共鳴体
７０４：光強度信号
８０１：低画素の場合の１画素
８０２：高画素の場合の１画素
９０１：薄い光検出素子
９０２：厚い光検出素子
１４０１：構造によって分光する素子
１４０２：半導体の吸収係数の相違で分光する素子
１５０２：プラズモン共鳴体
１５０３：透明絶縁材料
１５０４：ｎ型半導体
１５０５：ｐ型半導体
１５０６：ｎ型半導体
１５０７：ｐ型半導体基板
１５０８：読出部
１６０２：透明導電材料
１６０３：半導体



(24) JP 5300344 B2 2013.9.25

10

20

30

40

１６０４：プラズモン共鳴体
１６０５：ショットキー接合部
１６０６：読出部
１６０７：透明絶縁材料
１７０２：透明導電材料
１７０３：半導体
１７０４：プラズモン共鳴体
１７０５：ショットキー接合部
１７０６：読出部
１７０７：透明絶縁材料
１８０１：Ｓｉ単結晶基板
１８０２：Ａｇ成膜
１８０３：レジスト成膜
１８０４：レジストパターニング
１８０５：エッチング
１８０６：ＳｉＯ2成膜
１８０７：リフトオフ
１８０８：ＩＴＯ成膜
１９０２：光導電材料
１９０３：プラズモン共鳴体
１９０４：透明絶縁材料
１９０５：電極
２００２：導波モード共鳴体
２００３：透明絶縁材料
２００４：読出部
２００５：ｐ型領域
２００６：ｎ型領域
２１０２：導波モード共鳴体
２１０３：ｐ型領域
２１０４：ｎ型領域
２２０１：接合構造１
２２０２：接合構造２
２２０３：接合構造３
２３０２：導波モード共鳴体
２３０３：半導体
２３０４：金属
２３０５：ショットキー接合部位
２３０６：透明絶縁材料
２３０７：読出部
２４０２：光導電材料
２４０３：導波モード共鳴体
２４０４：金属
２５０２：導波モード共鳴体
２５０３：光導電材料
２５０４：電極
２５０５：透明絶縁材料
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